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�愛媛県告示第１２９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 目 次 �
告 示

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………９５４

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………９５４

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………９５４

○ 指定居宅サービス事業者の廃止…………………………………………９５５

○ 指定介護予防サービス事業者の廃止……………………………………９５５

発 行 愛 媛 県

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等…………………………………９５５

○ 土地改良区設立関係書類の縦覧…………………………………………９５６

○ 道路の区域変更（県道奥浦白浦線）……………………………………９５６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………９５６

○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）……………………………………９５６

○ 道路の供用開始（県道大洲野村線）……………………………………９５７

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ハニーコーポレーション株式会社 ハニー訪問介護ステーション 愛媛県松山市西石井一丁目１番２５号ク
リエイションビル６０１ 平成２３年９月１日 訪問介護

株式会社ぐっどらいふ 株式会社ぐっどらいふ 愛媛県松山市山西町９０１番地１林ビル
１０２号 平成２３年９月１日 訪問介護

株式会社いきいき介護 デイサービス民家いろは 愛媛県松山市畑寺二丁目８番１０号 平成２３年９月１日 通所介護

株式会社絆 ヘルパーステーション絆 愛媛県西条市中西４０４番地１ 平成２３年９月１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社明日香 居宅介護支援事業所明日香 愛媛県松山市道後喜多町８番２２号ダイ
アパレス道後４０２号 平成２３年９月１日 居宅介護支援

合同会社ソフトケア ソフトケアにいはま 愛媛県新居浜市垣生二丁目５番１９号 平成２３年９月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ハニーコーポレーション株式会社 ハニー訪問介護ステーション 愛媛県松山市西石井一丁目１番２５号ク
リエイションビル６０１ 平成２３年９月１日 介護予防訪問介護

毎週（火・金）曜日発行 第２３１６号 平成２３年１１月４日

平成２３年１１月４日金曜日 第２３１６号

愛 媛 県 報

９５４
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�愛媛県告示第１２９５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

周ちゃん広場

西条市丹原町池田２９０番地

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

周桑農業協同組合

西条市丹原町池田１７０１番地１

代表理事 豊田 明夫

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

周桑農業協同組合

西条市丹原町池田１７０１番地１

代表理事 豊田 明夫

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２４年６月２２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，０６３平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１６０台

イ 駐輪場の収容台数

５９台

ウ 荷さばき施設の面積

１８９平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１１．７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前８時 閉店時刻 午後７時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前７時３０分から午後７時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

�愛媛県告示第１２９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社いきいき介護 デイサービス民家いろは 愛媛県松山市畑寺二丁目８番１０号 平成２３年９月１日 介護予防通所介護

株式会社絆 ヘルパーステーション絆 愛媛県西条市中西４０４番地１ 平成２３年９月１日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人弘仁会 福祉用具貸与事業所たらちね 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 平成２３年８月３１日 福祉用具貸与

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人弘仁会 福祉用具貸与事業所たらちね 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 平成２３年８月３１日 介護予防福祉用具
貸与

社会福祉法人丹原福祉会 ヘルパーステーションル・ソレイユ 愛媛県西条市丹原町今井４５７番地１ 平成２３年９月１日 介護予防訪問介護

愛 媛 県 報平成２３年１１月４日 第２３１６号

９５５
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平成２３年１０月２１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２９６号
西条市小松町新屋敷甲１７８７番地藤井清孝外２２名から認可申請のあ

った西条市小松町第五土地改良区の設立は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 西条市小松町第五土地改良区土地改良事業（維持管理）計画

書の写し

� 西条市小松町第五土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１１月７日から平成２３年１２月５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所及び東予総合支所

�愛媛県告示第１２９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町奥浦甲１２８２番１から

同町奥浦甲８９１番まで
新 ５．２～２６．８ ０．０５９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町奥浦甲１２８２番１から

同町奥浦甲８９１番まで
平成２３年１１月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線

西予市野村町蔵良４９番２から

同町蔵良４８番２まで
旧 ８．６～１２．８ ０．０５９

西予市野村町蔵良４９番１から

同町蔵良４８番２まで
新 ８．６～３１．０ ０．０５９

愛 媛 県 報平成２３年１１月４日 第２３１６号

９５６



�愛媛県告示第１３００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１１月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町蔵良４９番１から

同町蔵良４８番２まで
平成２３年１１月４日

平成２３年１１月４日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１１月４日 第２３１６号

９５７


